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─ 賃金制度変更のリスクと求人影響への対応 ─

　前回は、運送業の賃金制度見直
しに触れました。今回は、歩合給導
入時の注意点と、最近法的に問題
視されている「振分け方式」の賃金
計算方法について解説します。
　未払い残業問題の対策として
オール歩合給の導入や、定額残業制
の見直しを検討される場合は、直近
の判例（令和5年3月10日）で否定
された振分け方式のポイントを押
さえてください。まず、振分け方式
という言葉は、法律や辞書で定義さ
れているものではありません。私自
身いつからこの言葉を使い始めた
のか記憶が定かではありませんが、
計算方法の特徴からそう呼ぶよう
になったと思います。
　その特徴は、①まず支給総額を
決め、②次に支給総額を各手当に振

り分けるというものであり、まさに振
分け方式という名称がしっくりきま
す。振分け方式で問題となるのは、
残業手当を振り分けの対象とするこ
とです。ほとんどの場合、クッション
となる手当（下記では調整給）が存
在し、残業時間が増えても支給総額
は変化しません。振分け
方式は、労働時間の長短を給与に影
響させない仕組みです。過去には、こ
れに類似した方式で、いくつかの訴
訟が起こされており、裁判所は「残業
手当を支払ったことにはならない」と
した判決が多く出されています。

　ここで疑問に思うのが「定額残業」
との違いです。定額残業、固定残業、
みなし残業など、呼び方は様々です
が、要は一定の残業（金額や時間数）

を事前に決めておく方法です。こちら
は適法です。では、定額残業制と振分
け方式の違いは何でしょうか。それ
は、残業時間が一定時間を超えると、
賃金総額が増加するかどうか（超過
残業手当が発生するかどうか）です。
　ここで、残業手当の支払い方法を
携帯料金プランに例えてみます。要
するに、対象が人である以上「いくら
使っても使い放題！」というプラン
は認められない、というのが裁判所
の考えのようです。さらに、形式だ
け定額プランを装ってもダメです。
例えば、見込み残業時間を著しく長
く設定（月間80時間以上など）する
と、実際には使い放題プランとみな
される可能性があります。「最初に
決めた支給額以上は払わないぞ！」
という考え方が見えるからです。形
式ではなく思想が評価されるので
す。この点の解決には、実労働時間
に応じた根拠を持つことが重要で
す。自社の給与が使い放題プランに
該当するかは、専門家に相談して点
検することをお勧めします。

固定給から歩合給への変更は、

仕事の成果に応じて賃金が下がる可
能性があるため、一般的には不利益
変更と見なされます。このため、従業
員から個別に同意を得る手続きが必
要となります。同意を得るためには、
制度変更の理由と影響を十分に説明
し、従業員からの質問や懸念に丁寧に
対応することが重要です。また、様々
な質問や意見に対応できるように、事
前に想定問答を用意し、賃金制度の
目的や意図、具体例を挙げて計算が
できる状態にすることを推奨します。
さらに、他のメリットを用意するなど
して変更のバランスをとることも考慮
に入れてください。何よりも、制度の
内容を明確に説明し、日頃の指導と
矛盾しない一貫性のある説明を心が
けることが重要です。

　例えば、振分け方式を採用してい
た会社が法定どおりの残業計算に
変更する場合、同じ成果を上げた2

人のドライバーのうち、時間が長く
かかった方が残業代分、給与が高く
なります。これは、非効率なドライ
バーの方が高い賃金を受け取るこ
とになり、仕事の効率と賃金が矛盾
することになります。効率と賃金の
逆転現象は、どの業種でも見られま
すが、特に時間、売上、回数、距離な
ど、仕事の成果が数字で表せるト
ラック運転手の場合は、この矛盾が
より顕著になります。この点におい
て、振分け方式は経営者にとっては
合理的な賃金体系だったのかもし
れません。しかし、明確に違法とさ
れた現在、効率を反映する給与体系
の構築も検討する余地はあります
が、まずは日々の指導によって、こ
の問題を解決する必要があります。

　トラックやタクシー業界は、賃金
制度が求人に大きな影響を与えま
す。そのため、近隣の会社の賃金体

系と異なる制度に移行することに
抵抗を感じるなど、新しい賃金制度
に踏み切ることが難しい場合があ
ります。しかし、近年、運行管理や労
務管理が厳格化され「ガンガン走っ
てガンガン稼ぐ」時代は終わりを告
げ、社会のイメージも変わりつつあ
ります。そのため、賃金だけで求職
者を引き付けることは難しくなって
います。特に、人手不足解消には若
い世代や他業種からの参入が望ま
れます。これからは、賃金以外の働
きやすさや良好な労働環境をア
ピールしていく必要があります。
　例えば、タクシー業界では、配車ア
プリの導入が求人に影響を与えてい
ます。これは、都心だけではなく地方
でも同様です。従来の働き方（流しや
無線）ではなく、アプリを利用した働
き方に魅力を感じる方が増えている
ためと考えられます。つまり、求職者
のニーズを敏感に捉え、賃金以外のア
ピールポイントを作り出し、それをい
かに効果的に伝えるかが重要です。
　以上、難解な賃金制度について2回
にわたり解説してきましたが、すべてを
理解するのは難しいかもしれません。
絶えず変化する運送業界に対応するた
めに、これからも皆さんと一緒に考え、
学び続けていきたいと思います。

「振分け方式」の特徴と問題点

定額残業は適切な管理が必須
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図1：賃金の振り分け方式
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図2：賃金プランの比較
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